
(証券コード3384)
2025年５月14日

（電子提供措置の開始日2025年５月７日）

株 主 各 位
東京都豊島区池袋二丁目14番４号

株式会社アークコア
代表取締役社長 正 渡 康 弘

第22回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第22回定時株主総会招集通知及び株主総会資料」として電子提供措置事項を掲載しており
ます。

当社ウェブサイト https://arkcore.co.jp/ir/

また、上記のほか、名古屋証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。以下にアクセスの
うえ、「銘柄名」に「アークコア」又は「コード」に「3384」を入力・検索し、「適時開示情報」
「株主総会招集通知/株主総会資料」をご確認ください。

名古屋証券取引所ウェブサイト https://www.nse.or.jp/listing/search/

敬 具
記

1. 日 時 2025年５月29日（木曜日）午前10時
（受付開始時刻は午前９時30分を予定しております。）

2. 場 所 東京都豊島区西池袋二丁目37番４号 としま産業振興プラザ６階 多目的ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 株主総会の目的事項
＜報告事項＞ 第22期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）事業報告及び計算書類の

内容報告の件

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の株主総会出席票をご持参のうえ、会場受付にご提出くださいます

ようお願い申し上げます。
◎ 総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、ご了承ください。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただき

ます。
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第22期事業報告

(2024年３月１日から2025年２月28日まで)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度における我が国経済は、2024年10―12月期の四半期別実質ＧＤＰ成

長率は、前四半期比0.7％増となり、３四半期連続で増加しております。

国内において大企業を中心に設備投資が増加基調にあり、雇用情勢は完全失業

率及び有効求人倍率ともに横ばい圏内でありますが、アメリカの今後の政策動向、

中東地域の情勢の変化によって金融市場における金利・外国為替の変動幅が大き

くなり、今後のわが国の景気動向に大きく影響するおそれがあります。

当社の事業セグメントは、バイク事業及びフィットネス事業となっております。

当事業年度におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。

（バイク事業）

国内バイクメーカーは若年層及び中高年層のリターンライダーをターゲットと

した新車を投入して市場の活性化を図っており、海外バイクメーカーは、1,000cc

クラスの大型バイクだけでなく、発展途上国をメインターゲットとしてインドや

中国で生産する比較的安価な400cc以下の車種に力を入れることで、より幅広い層

への拡販を図っております。これらの車種は日本の中型免許ユーザーや若年層ユ

ーザーのニーズにもマッチしており、国内バイク市場においても拡大傾向にあり、

コロナ以降、国内新車販売における需給バランスは供給不足が継続している状況

となっております。

そのため、中古バイク販売店における販売価格は高止まりし、また、海外バイ

ヤーの購入意欲が高いことも追い風となり、業者間オークションでの落札価格も

高水準を維持しております。

このような状況下において、当社はバイクを売却したいユーザーの満足度と当

事業における利益を両立する高価格での買取に取り組み、買取成約率の上昇と高

粗利単価の獲得につなげております。

また、ユーザーへの直販についても400cc以上の中大型車の展示台数比率をアッ

プし、輸入車についてもこれまでも力を入れてきたハーレーに加えてその他の海

外メーカー車両の展示台数を増大させることで、中大型車および輸入車の販売台

数、売上、売上総利益を増大させることに成功しております。

その結果、幅広い媒体への出稿、メディアミックスが可能となり、バイクブー

ムの中、バイクを売却するユーザーが減少する中でも、買取台数を維持するため

の新たなユーザー層を獲得できるという好循環を生んでおります。また、ユーザ
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ーからの問合せから買取りまでのオペレーション効率を徹底して見直したことに

より、営業スタッフ一人当たりの生産性が向上しております。

バイク事業の当事業年度の業績は、売上高5,793百万円（前期比16.5％増）、セ

グメント利益521百万円（前期比179.8％増）となりました。

（フィットネス事業）

当事業における店舗数は、エニタイムフィットネス４店、ステップゴルフ２店

となっており、前期比で増減はありません。

当事業年度でのエニタイムフィットネスの月平均会員数は前期比9.3％増、ステ

ップゴルフの月平均会員数は前期比1.8％増となり売上高は増加しましたが、設備

投資による減価償却費及び人件費等の増加に伴いセグメント利益は減少しました。

フィットネス事業の当事業年度の業績は、売上高471百万円（前期比6.9％増）、

セグメント利益65百万円（前期比10.2％減）となりました。

以上の結果、当事業年度の経営成績は売上高6,265百万円（前期比15.8％増）、

営業利益586百万円（前期比126.6％増）、経常利益575百万円（前期比134.5％増）、

当期純利益391百万円（前期比138.0％増）となりました。

(2) 設備投資等の状況

当事業年度の設備投資の総額は54,772千円となりました。バイク事業では、主

にバイク販売店に係る工具器具備品等及び車両運搬具等で21,621千円、フィット

ネス事業では主にエニタイムフィットネスに係る備品で33,150千円を固定資産に

計上しました。

(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

当社は、安定的な収益を確保するための組織体制を早急に構築することを課題

としております。

バイク事業においては、中古バイク査定・買取部門に所属する従業員への営業

教育の強化とその業務を支援するツールの改良、進化に取り組むとともに、経営

幹部候補となる管理職層の選出、育成を行うことで、買取台数の増加及び適正粗

利の確保に継続して取り組んでまいります。

フィットネス事業においては、ポスティングや店舗周辺施設等での各種宣伝施

策だけでなく、ＳＮＳ等を利用して各店舗が情報を発信し、新規会員の獲得に努

めること、各店舗での顧客満足度を高めるサービスを提供することにより既存会

員の退会を抑制することなどの取り組みを継続して行ってまいります。

また、2022年7月に飲食事業を廃止した後、これに代わる事業への取り組みを行

っておりませんが、新規事業の立ち上げ及び事業買収等を検討してまいります。

(5) 財産及び損益の状況

区 分
第19期 第20期 第21期 第22期

2022年２月期 2023年２月期 2024年２月期 2025年２月期

売 上 高 (千円) 3,845,021 5,297,916 5,411,998 6,265,109

経 常 利 益 (千円) 187,607 306,119 245,507 575,662

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) △32,794 408,219 164,411 391,248

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） (円) △18.46 229.81 92.46 218.31

総 資 産 (千円) 1,561,734 2,175,135 2,645,979 2,893,975

純 資 産 (千円) 296,611 704,831 871,238 1,270,592

(注) 第20期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を適用し
ており、第20期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を
記載しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況(2025年２月28日現在）

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。
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(7) 主要な事業内容(2025年２月28日現在）

バイク事業 中古バイクの買取り、販売を行っております。

フィットネス事業
エニタイムフィットネスＦＣ店舗の出店、運営を行っ
ております。

ゴルフスクール事業
ステップゴルフ及びステップゴルフプラスＦＣ店舗の
出店、運営を行っております。

(8) 主要な営業所(2025年２月28日現在）

名称 所在地

本社 東京都豊島区

バイク買取事業所
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、
福岡県、宮崎県

バイク販売店舗 東京都２店舗

フィットネス店舗 東京都３店舗、千葉県１店舗

ゴルフスクール店舗 東京都２店舗

(9) 使用人の状況(2025年２月28日現在）

使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

83名 1名増 39.6歳 7.3年

事業区分 使用人数(名)

バイク事業 58

フィットネス事業 19

全社(共通) 6

合計 83
(注) 1. 使用人数は就業人員であり、臨時使用人36名は含まれておりません。

2. 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の使用人数であります。

(10) 主要な借入先(2025年２月28日現在）

借 入 先 借 入 額 (千円)

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 163,174

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 153,100

株 式 会 社 横 浜 銀 行 98,330

株 式 会 社 千 葉 銀 行 87,023

株 式 会 社 常 陽 銀 行 76,662

株 式 会 社 徳 島 大 正 銀 行 76,200

株 式 会 社 足 利 銀 行 58,522

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 48,230
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2. 会社の株式に関する事項（2025年２月28日現在）

(1) 発行可能株式総数 7,880,000株

(2) 発行済株式の総数 1,806,312株

（自己株式163,688株を除く)

(3) 株主数 3,955名

(4) 大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

正 渡 康 弘 585,314 32.40

山 田 浩 司 74,282 4.11

土 屋 勉 55,391 3.07

石 田 敦 信 53,165 2.94

齋 藤 文 男 40,000 2.21

松 本 大 樹 31,600 1.75

岩 本 竜 久 31,202 1.73

谷 内 進 22,000 1.22

山 口 貴 弘 14,000 0.78

宮 脇 俊 10,000 0.55

(注) 1. 正渡康弘氏、山田浩司氏、土屋勉氏、石田敦信氏の持株数にはアークコア役員会を通じて、
岩本竜久氏の持株数にはアークコア従業員持株会を通じて実質的に保有する株式数を含め
て記載しております。

2. 当社は、自己株式163,688株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。ま
た、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項（2025年２月28日現在）

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社使用人に対して交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項（2025年２月28日現在）

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 正 渡 康 弘

取 締 役 山 田 浩 司 経営戦略本部長

取 締 役 土 屋 勉 管理本部長

取 締 役 谷 内 進
株式会社イノベーティブプラットフォーム
代表取締役

常 勤 監 査 役 石 原 宏 幸

監 査 役 川 俣 延 茂

監 査 役 川 島 俊 之 宗教法人高福院 住職

監 査 役 石 田 敦 信
トキワユナイテッドパートナーズＬＬＰ
パートナー

(注) 1. 取締役谷内進氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役石原宏幸氏、監査役川俣延茂氏及び監査役川島俊之氏は、社外監査役でありま

す。
3. 監査役石田敦信氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
4. 当社は、常勤監査役石原宏幸氏、監査役川俣延茂氏、監査役川島俊之氏を株式会社名古屋

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 2024年５月29日開催の第21回定時株主総会において、石原宏幸氏が常勤監査役に新たに選

任され、就任いたしました。
6. 2024年５月29日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって、岩本竜久氏は任期満了によ

り取締役を退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役及び監査役全員と会

社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基

づく賠償責任限度額は、職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに

限り、金100万円と法令で定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
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(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

① 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及びその内容について、

取締役の報酬限度額は、2004年12月28日開催の第１回定時株主総会において年

額220,000千円以内と決議されており、決議当時の対象取締役は５名となりま

す。監査役の報酬限度額は、2004年12月28日開催の第１回定時株主総会におい

て年額40,000千円以内と決議されており、決議当時の対象監査役は２名となり

ます。

また、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え

るとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、上記

の報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支

給する報酬として、年額50,000千円以内（うち社外取締役10,000千円以内）と

することが2017年５月25日開催の第14回定時株主総会にて決議されており、決

議当時の対象取締役は５名(うち社外取締役１名)となります。

当社は、取締役の報酬額の決定に関しては、株主総会において決議された総

額のうち、経営に関わる技能、知識、経験及び業績に対する総合的な貢献度を

鑑み、妥当であると考えられる金額を取締役会において協議し、決定しており

ます。監査役の報酬額の決定に関しては、株主総会において決議された総額の

うち、監査役において協議し、決定しております。

当事業年度における役員報酬等の決定における取締役会は、2024年５月に個

別報酬金額について会社業績及び個人業績を踏まえて審議を行い、総額では前

事業年度の固定報酬金額から増額することを決議しております。なお、当社の

取締役報酬には、業績連動報酬を取り入れておりません。

② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)固定報酬 賞与

取締役
(うち社外取締役)

112,606
(2,400)

72,606
(2,400)

40,000
５
(１)

監査役
(うち社外監査役)

12,200
(8,600)

12,200
(8,600)

―
４
(３)

(注) 取締役の支給人員及び報酬等の額には、2024年５月開催の第21回定時株主総会終結の時をもっ
て退任した取締役を含みます。
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(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

② 社外役員の当事業年度における主な活動状況及び期待される役割に関して行

った職務の概要

区 分 氏 名 主な活動状況

取締役 谷内 進

当事業年度開催の取締役会19回全てに
出席しており、企業経営に関する経験、
知見を活かし、経営全般にわたり意見を
述べるなど、適宜必要な発言を行ってお
ります。

常勤監査役 石原 宏幸

2024年５月29日の監査役就任以降に開
催された取締役会16回全てに出席してお
り、適宜必要な発言を行っております。

また、2024年５月29日の監査役就任以
降に開催された監査役会11回全てに出席
しており、監査結果についての意見交換、
監査に関する重要事項の協議等を行って
おります。

監査役 川俣 延茂

当事業年度開催の取締役会19回全てに
出席しており、適宜必要な発言を行って
おります。

また、当事業年度開催の監査役会13回
全てに出席しており、監査結果について
の意見交換、監査に関する重要事項の協
議等を行っております。

監査役 川島 俊之

当事業年度開催の取締役会19回のうち
18回に出席しており、適宜必要な発言を
行っております。

また、当事業年度開催の監査役会13回
のうち12回に出席しており、監査結果に
ついての意見交換、監査に関する重要事
項の協議等を行っております。
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5. 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査

役及び管理職従業員であります。被保険者は保険料を負担しておりません。

被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償

請求された場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により填補

し、個人被保険者に対してなされた損害賠償請求により個人被保険者が被った損害

を会社が補償する場合、その会社補償についても填補することとしております。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれることのないよう、当該被保

険者が法令違反の行為を認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補

の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

6. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

監査法人コスモス

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15百万円

② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 15百万円
(注) 1. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を

踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の
状況を確認し、報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
条第1項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の

業務を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会

は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ

れる株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

― 10 ―

2025年04月24日 10時05分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



7. 業務の適正を確保するための体制の概要

当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会で決議した内

容の概要は次のとおりであります。

(1) コンプライアンス体制

各業務担当取締役は、自己の担当領域について法令等の遵守の体制を構築する

権限と責任を有する。また、コンプライアンス担当取締役を設置し、当該取締役

は法令遵守の体制が各業務組織を横断的に構築されるよう推進し、管理する。

具体的には、次の事項を含む経営管理体制を整備、運用する。

① 社内規程の整備運用による組織、業務分掌及び職務権限の明確化

② 監査役による重要会議への参加、取締役並びに使用人に対するヒアリング

等の実施

③ 顧問弁護士、監査法人等との連携

④ 内部監査の実施

⑤ 企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程の制定

⑥ コンプライアンス確保のための教育、指導の実施

⑦ 法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、

内部通報制度の設置、運営

⑧ コンプライアンス担当取締役と総務人事部によるコンプライアンスに関す

る横断的統括

(2) リスク管理体制

各部門の所管業務に付随するリスク管理は、当該各部門が行う。また、リスク

管理担当取締役を設置し、各業務組織の横断的なリスク状況の監視及び対応はリ

スク管理担当取締役並びに総務人事部が行う。リスク管理の状況については取締

役会に定期的に報告し、必要に応じて速やかに対策を検討する。

(3) 情報管理体制

取締役の職務執行に係る情報に関しては、文書管理規程に従い、文書又は電磁

的媒体に記録し、保存する。なお、取締役及び監査役は、これらの書類を常時閲

覧できる。

(4) 監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、取締役会等重要会議の日程を監査役に連絡し、出席を依

頼するものとし、当該会議を通じてもしくは直接監査役に対して、法定の事項に

加えて、別途定めるところの事項についても定期的に又は速やかに報告する。
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8. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) 取締役の職務の遂行

取締役会は、社外取締役１名を含む取締役４名で構成されており、監査役４名

（うち社外監査役３名）も出席しております。取締役会は計19回開催し、各議案に

ついての審議、業務執行の状況等の監督を行っております。

(2) 監査役の職務の遂行

監査役は、監査計画に基づき監査を実施するとともに、月例の取締役会開催日

には監査役会を開催し、監査内容について意見交換を行いました。また、会計監

査人との面談は、四半期ごとに実施し、監査結果の報告を受けるとともに、経営

上の重要事項について意見交換を行いました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

(注) 本事業報告中の記載金額（又は数値）は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率については四
捨五入しております。
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貸 借 対 照 表

(2025年２月28日現在)

(単位：千円)
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,675,853 流 動 負 債 887,164

現 金 及 び 預 金 1,674,301 買 掛 金 27,394

売 掛 金 70,828 １年内償還予定の社債 155,000

商 品 877,764 １年内返済予定の長期借入金 236,654

貯 蔵 品 3,244 リ ー ス 債 務 1,757

前 払 費 用 24,990 未 払 金 99,767

未 収 入 金 24,019 未 払 費 用 49,352

そ の 他 705 未 払 法 人 税 等 165,567

固 定 資 産 218,121 未 払 消 費 税 等 27,468

有 形 固 定 資 産 116,300 前 受 金 39,455

建 物 附 属 設 備 76,199 預 り 金 3,247

構 築 物 1,281 賞 与 引 当 金 40,530

車 両 運 搬 具 7,950 役 員 賞 与 引 当 金 40,000

工 具 器 具 備 品 29,468 そ の 他 970

リ ー ス 資 産 1,399 固 定 負 債 736,219

無 形 固 定 資 産 5,587 社 債 185,000
ソ フ ト ウ エ ア 5,549 長 期 借 入 金 551,219
そ の 他 37 負 債 合 計 1,623,383

投資その他の資産 96,234 純 資 産 の 部

出 資 金 402 株 主 資 本 1,270,592

長 期 貸 付 金 1,000 資 本 金 232,825

差 入 保 証 金 60,265 資 本 剰 余 金 264,984

長 期 前 払 費 用 1,426 その他資本剰余金 264,984
繰 延 税 金 資 産 33,140 利 益 剰 余 金 833,926

利 益 準 備 金 3,217

その他利益剰余金 830,709

繰越利益剰余金 830,709

自 己 株 式 △61,144

純 資 産 合 計 1,270,592

資 産 合 計 2,893,975 負債・純資産合計 2,893,975
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損 益 計 算 書

(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 6,265,109

売 上 原 価 3,650,995

売 上 総 利 益 2,614,113

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,027,202

営 業 利 益 586,911

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,054

受 取 手 数 料 5,130

受 取 保 険 金 850

雑 収 入 803 7,838

営 業 外 費 用

支 払 利 息 12,755

社 債 利 息 3,067

株 式 報 酬 費 用 消 滅 損 1,624

そ の 他 1,639 19,087

経 常 利 益 575,662

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,787

新 株 予 約 権 戻 入 益 880 2,667

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 320 320

税 引 前 当 期 純 利 益 578,009

法人税、住民税及び事業税 195,298

法 人 税 等 調 整 額 △8,537 186,760

当 期 純 利 益 391,248
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株主資本等変動計算書

(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益
剰余金
繰越利益
剰余金

当期首残高 232,825 267,069 3,217 439,460

当期変動額

当期純利益 391,248

自己株式の取得

新株予約権の行使 △2,084

新株予約権の失効

当期変動額合計 ― △2,084 ― 391,248

当期末残高 232,825 264,984 3,217 830,709

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

当期首残高 △72,333 870,238 1,000 871,238

当期変動額

当期純利益 391,248 391,248

自己株式の取得 △15 △15 △15

新株予約権の行使 11,204 9,120 △120 9,000

新株予約権の失効 ― △880 △880

当期変動額合計 11,189 400,353 △1,000 399,353

当期末残高 △61,144 1,270,592 ― 1,270,592
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個別注記表
１．継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に

よる簿価切り下げの方法)

貯 蔵 品 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法 ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ

いては定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用

可能期間(５年)に基づく定額法

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対する賞与支給見込額のうち当事業年度に属する額を計上しており

ます。

② 役員賞与引当金

役員に対する賞与支給見込額のうち当事業年度に属する額を計上しておりま

す。

(4) 収益及び費用の計上基準

① バイク事業

当事業の収益は、主に車両の販売によるものであります。

業者間オークションに出品する車両は、当該オークションを運営する会社が

定める規定に基づき、オークションでの落札時に落札価格で収益を認識してお

ります。

一般顧客に販売する車両は、顧客との間で販売価格等を定めた車両注文契約

を締結し、顧客への車両引渡し時に収益を認識しております。
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② フィットネス事業

当事業の収益は、主に一般顧客から収受する会費収入によるものであります。

エニタイムフィットネス各店舗においては、店舗ごとに定めた月会費を会員

から収受し、利用月に収益を認識しております。

ステップゴルフ各店舗においては、一般顧客から入会申込時に収受した入会

金は入会月に収益として認識しており、店舗ごとに定めた月会費は翌月利用分

を会員から収受し、利用月に収益を認識しております。

３．会計上の見積りに関する注記

(1) 棚卸資産の評価

① 当事業年度計上額 商品 877,764千円

売上原価(商品評価損) 26,372千円

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社は商品の評価について、個別注記表２．重要な会計方針に係る事項に関

する注記に記載のとおり、個別法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下による簿価切り下げの方法）により算定しております。

収益性の低下に基づく簿価切り下げについては、当事業年度末における正味

売却可能価額が帳簿価額を下回る場合には、正味売却可能価額まで帳簿価額を

切り下げております。また、これに加えて当事業年度末において滞留期間の閾

値を超える商品については、規則的に帳簿価額を切り下げております。

当社では入手可能な情報に基づき、合理的と考えられる見積り及び判断を行

っておりますが、これらの見積りの前提となる経済情勢や販売価格の重要な変

化があった場合には、翌事業年度において追加で損失が発生する可能性があり

ます。

(2) 繰延税金資産

① 当事業年度計上額 33,140千円

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社は将来の事業計画及び将来減算一時差異のスケジューリングに基づいた

課税所得見積額を限度として、回収可能と判断した将来減算一時差異について

繰延税金資産を計上しております。

課税所得見積額の基礎となる事業計画については、入手可能な重要な情報に

よる仮定に基づいて当社取締役会で慎重に検討されたものであります。

繰延税金資産の回収可能額は、将来の課税所得見積額に依存するため、その

見積りの前提となる重要な仮定及び事業計画に変更が生じた場合には、翌事業

年度において繰延税金資産が増減する可能性があります。
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４．貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 383,993千円

５．損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

６．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,970,000株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 163,688株

(3) 配当に関する事項

該当事項はありません。

(4) 当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを

除く。）の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金等 14,756千円

未払事業税 9,465千円

未払事業所税 676千円

商品評価損 8,241千円

権利金等 800千円

資産除去債務 5,691千円

減損損失 2,042千円

繰延税金資産小計 41,674千円

評価性引当額 △8,534千円

繰延税金資産合計 33,140千円

８．リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

― 18 ―

2025年04月24日 10時05分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



９．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、資金調達につ

いては社債及び銀行借入により調達しております。デリバティブ及び投機的な

取引等は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、オークション会社、クレジット会社、バイク販売

店、個人、フランチャイザーとの取引に係るものであり、取引先の信用リスク

に晒されております。

差入保証金は、主に店舗出店に係るものであり、差入先の信用リスクに晒さ

れております。

買掛金、未払金は、ほぼ全てが１年以内の支払期日であります。

社債及び借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、社債の償

還期限は2028年９月、借入金の返済期限は最長で2030年６月であります。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、営業用トラックの購入のた

めに必要な資金調達を目的としたものであります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は与信管理規程に基づき、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取

引先ごとに期日及び残高を管理し、取引の安全と債権の保全を図っております。

② 資金調達に係る流動性リスクの管理

当社は、財務担当部門において適時に資金繰り計画を作成、更新するととも

に手元流動性を売上高２ヵ月から３ヵ月相当分を維持することにより、流動性

リスクの管理をしております。

― 19 ―

2025年04月24日 10時05分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表
計上額(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

差入保証金 60,265 56,562 △3,702

資産計 60,265 56,562 △3,702
社債(１年内償還予定の
社債含む)

340,000 331,616 △8,383

長期借入金(１年内返済
予定の長期借入金含む)

787,873 790,413 2,540

リース債務 1,757 1,707 △49

負債計 1,129,630 1,123,737 △5,892
(注) 1. 現金及び預金は、現金であること、及び預金は短期であり、売掛金、未収入金、買掛金、

未払金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいとみなすことができること
から、記載を省略しております。

2. 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 1,674,301 ― ― ―

売掛金 70,828 ― ― ―

未収入金 24,019 ― ― ―

合計 1,769,148 ― ― ―

3. 社債、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額
(単位：千円)

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

社債 155,000 105,000 60,000 20,000 ― ―

長期借入金 236,654 236,004 176,043 101,922 32,450 4,800

リース債務 1,757 ― ― ― ― ―
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格

により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の

インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し

た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

差入保証金 ― 56,562 ― 56,562

資産計 ― 56,562 ― 56,562

社債 ― 331,616 ― 331,616

長期借入金 ― 790,413 ― 790,413

リース債務 ― 1,707 ― 1,707

負債計 ― 1,123,737 ― 1,123,737

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
差入保証金
差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国債の利回

り等適切な指標に基づく利率を用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に
分類しております。
社債、長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額を同様の契約において想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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10．賃貸等不動産に関する注記

該当事項はありません。

11．関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等

種類
会社等
の名称

議決権等
の所有

(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

役員 正渡康弘
（被所有）
直接32.4％

代表者としての
連帯保証

家賃等の被
保証(注)

29,034 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 当社の家賃に対して、当社代表取締役正渡康弘から債務保証を受けております。なお、保証料

及び担保はありません。取引金額は家賃の被保証における費用計上額を記載しております。

12．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 703円41銭

(2) １株当たり当期純利益 218円31銭

13. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

14. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

報告セグメント
合計

バイク事業
フィットネス

事業

オークション売上 5,091,498 ― 5,091,498

店舗売上 701,796 471,813 1,173,610

顧客との契約から生
じる収益

5,793,295 471,813 6,265,109

その他の収益 ― ― ―

外部顧客への売上高 5,793,295 471,813 6,265,109

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）(4) 収益及び費用の計上基準に記

載のとおりであります。
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(3) 当事業年度末及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約負債の残高等

(単位：千円)

当事業年度

期首残高 期末残高

契約負債 43,780 39,455

前受金 43,780 39,455

契約負債は、主にバイク事業の小売部門において顧客から車両代金相当額を

前受けしたものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引はありませんので、

残存履行義務に係る記載を省略しております。また、顧客との契約から受け取

る対価の額に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額はありません。

15. 資産除去債務に関する注記

(1) 当該資産除去債務の概要

本社、店舗の建物の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係

る債務を資産除去債務として認識しております。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金及

び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その

うち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を不動産賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算し

ております。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 16,176千円

時の経過による調整額 2,422千円

期末残高 18,599千円
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年４月23日

株式会社アークコア
取締役会 御中

監査法人コスモス

愛知県名古屋市

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 岩 村 豊 正

業務執行社員 公認会計士 相 羽 美香子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アークコアの2024年３月

１日から2025年２月28日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年３月１日から2025年２月28日までの第22期事業年度における取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以

下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所

において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必

要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取

締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたし

ました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ

き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人コスモスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年４月25日

株式会社アークコア 監査役会

常勤監査役（社外監査役) 石 原 宏 幸 ㊞

社外監査役 川 俣 延 茂 ㊞

社外監査役 川 島 俊 之 ㊞

監査役 石 田 敦 信 ㊞

以 上
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